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担当府省名

番号/テーマ Ｂ５－５

提言

検討方法 検討の方向性

社会保障審議会年金部会等の
場において、特例水準の解消に
ついて検討を行った。

世代間の公平を図り、年金財政
の持続可能性を図る等の観点か
ら、特例水準の解消について検
討を行った。

特例水準２．５％分を平成24年度から平成26年
度の３年間で解消するため、平成24年10月分か
ら年金額をさらに０．９％引き下げる内容の「国
民年金法等の一部を改正する法律等の一部を
改正する法律案」を平成24年2月10日に提出。

国民年金法等の一部を改正する
法律等の一部を改正する法律案
の概要
(http://www.mhlw.go.jp/topics/b
ukyoku/soumu/houritu/dl/180-
16.pdf)

社会保障審議会年金部会の下
に設置した「年金財政における経
済前提と積立金運用のあり方に
関する専門委員会」において、経
済・金融の有識者により、検討を
行っていく。

新しい人口推計の結果を踏まえ
た上で、新しく公表された内閣府
の経済見通しを参考にしつつ、経
済前提の設定（※）に用いる経済
モデルに関して、経済モデルの
建て方、労働力の設定、長期の
経済前提、足下の経済前提等の
事項を検討しており、その内容
は、専門委員会の資料や議事録
を、引き続きホームページでオー
プンにしていく。

（※）公的年金制度においては、
法律の規定に基づき、超長期の
年金財政の将来見通しを作成
し、財政状況を検証することとさ
れており、次回は遅くとも平成２６
年２月までに実施する予定。これ
を実施するためには、将来の人
口の見通しや超長期の物価、賃
金、運用利回り（経済前提）を設
定することが必要

平成２６年２月までに、専門委員会において財
政検証に用いる長期の経済前提に関する報告
を取りまとめ、その上で、財政検証として長期の
財政見通しを作成する。
また、社会保障・税一体改革素案に基づき、引
き続き具体的な検討が進められている年金改
革の議論を経て、方向性が定まれば、今後、必
要に応じて財政試算を示していく。

年金財政における経済前提と積
立金運用のあり方に関する専門
委員会
（http://www.mhlw.go.jp/stf/shin
gi/2r98520000008f07.html#shingi
24）
第３回年金財政における経済前
提と積立金運用のあり方に関す
る専門委員会（平成23年12月19
日開催）資料２－１
（http://www.mhlw.go.jp/stf/shin
gi/2r9852000001yn42-
att/2r9852000001z16r.pdf）

既に実施済/達成した事項 詳細資料

「提言型政策仕分け」　提言を受けた各府省の取組概要

厚生労働省

社会保障：年金制度（安定的な年金財政運営等）

　現役世代を含む次世代に負担を先送りせず、将来も持続可能な年金制度とするためには、まずは①年金の特例水準を来年度から速やかに解消していくべき。
　制度を長続きさせるための取組について理解を求めるためにも、②人口構成、賃金、金利などの前提について、厚生労働省は、現実から目をそむけることなく、現状をもっと速やかにかつ的確
に把握する仕組みを導入するとともに、その分析過程・結果をわかりやすく国民にオープンにすること。このため、年金財政計算のあり方については、社会保障審議会年金部会の検討スケジュー
ルを明確化し、改革のロードマップについて行政刷新会議にも報告すること。
　なお、③一体改革成案に沿って、低所得者の年金の拡充も行うべき。

①年金の特例水準を来年度から
速やかに解消していくべき

②人口構成、賃金、金利などの前
提について、現状をもっと速やか
にかつ的確に把握する仕組みを
導入、その分析過程・結果をわか
りやすく国民にオープンにするこ
と。
　このため、年金財政計算のあり
方については、社会保障審議会年
金部会の検討スケジュールを明確
化し、改革のロードマップについて
行政刷新会議にも報告

検討状況
個別項目 実施スケジュール
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社会保障審議会年金部会等の
場において、具体的な内容につ
いて検討を行っていく。税制抜本
改革とともに、平成２４年通常国
会への法案提出に向けて検討す
る。

消費税引上げの増収分を充て
て、税財源により行われる低所
得者加算の具体的な制度設計に
当たっては、社会保障・税一体改
革素案で示された考え方を基礎
として、（１）加算によって確保さ
れる水準の意味、（２）加算を受
けられる対象範囲、（３）保険料
納付のインセンティブを阻害しな
い方法といった点に留意して検
討していく必要がある。

税制抜本改革とともに、平成２４年通常国会へ
の法案提出に向けて検討する。

社会保障審議会年金部会
（http://www.mhlw.go.jp/stf/shin
gi/2r98520000008f07.html#shingi
22）

③低所得者の年金の拡充を行う
べき
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